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市
立
角
館
総
合
病
院
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
こ
ち
ら
→

完
全
予
約
制
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

時
間
外
交
付
を
行
い
ま
す

【
問
合
せ
】市
民
生
活
課 

市
民
係（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）３
３
０
７

　
写
真
付
き
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

申
請
し
、
お
手
元
に
発
行
通
知
書
の
ハ
ガ

キ
が
届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
、
時
間
外

で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
を
行
い

ま
す（
交
付
は
予
約
し
た
方
の
み
に
限
り

ま
す
。
ま
た
時
間
外
の
交
付
窓
口
は
角
館

庁
舎
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

　
時
間
外
で
の
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、

各
交
付
日
の
２
日
前
ま
で
に
電
話
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
場
所
が
田
沢
湖
庁
舎
、
西
木
庁

舎
と
な
っ
て
い
る
方
も
、
２
日
前
ま
で
に

連
絡
を
い
た
だ
け
れ
ば
角
館
庁
舎
で
受
け

取
り
が
可
能
で
す
）。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に

つ
い
て
は
、
原
則
本
人
が
来
庁
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

● 

時
間
外
交
付
日
時
／
1
月
11
日
、
25
日
、

2
月
1
日
、15
日
、3
月
1
日
、15
日（
毎

回
水
曜
日
） 

17
時
15
分
～
19
時

● 

持
参
す
る
も
の
／ 

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
発
行
通
知
書
の
ハ
ガ
キ　
▼
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド（
紛
失
し

て
い
る
場
合
に
は
、
紛
失
届
を
記
入
し

て
い
た
だ
き
ま
す
）　
▼
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
在
留
カ
ー
ド
な

ど
の
う
ち
１
点
。
こ
れ
ら
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
健
康
保
険
証
ま
た
は
年
金

手
帳〈
年
金
証
書
で
も
可
〉お
よ
び「
氏

名
・
生
年
月
日
」ま
た
は「
氏
名
・
住
所
」

が
記
載
さ
れ
た
書
類〈
社
員
証
、学
生
証
、

医
療
受
給
者
証
な
ど
〉）　
▼
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の
み
）

※ 

詳
細
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発
行
通
知

書
の
ハ
ガ
キ
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
除
雪
作
業
中
は
細
心
の
注
意
を
払
い
、

安
全
運
転
に
努
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
除

雪
車
の
前
方
は
氷
の
塊
な
ど
が
飛
ぶ
可
能

性
が
あ
り
、
ま
た
後
方
は
運
転
手
か
ら
の

死
角
が
多
く
、
人
も
車
も
接
近
す
る
と
と

て
も
危
険
で
す
。

【
問
合
せ
】建
設
課（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）２
２
９
４

　
作
業
中
の
除
雪
車
に
は
絶
対
に
近
づ
か

な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
路
上
駐
車
は
除
雪
作
業
の
障
害
と
な
り

ま
す
。
路
上
へ
の
長
期
駐
車
、
夜
間
駐
車

は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
。

除
雪
作
業
事
故
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

令
和
5
年
度
採
用
の

市
立
角
館
総
合
病
院
の
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

【
問
合
せ
】市
立
角
館
総
合
病
院 

総
務
管
理
課 

☎（
54
）２
１
１
１

●
募
集
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
受
験
資
格

薬
剤
師　
若
干
名

● 

受
験
資
格
／
昭
和
63
年
4
月
2
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
、
現
に
薬
剤
師
免
許

を
有
す
る
方
ま
た
は
令
和
4
年
度
中
に

実
施
す
る
国
家
試
験
で
薬
剤
師
免
許
取

得
見
込
み
の
方

診
療
放
射
線
技
師　
若
干
名

● 

受
験
資
格
／
平
成
5
年
4
月
2
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
、
現
に
診
療
放
射
線

技
師
免
許
を
有
す
る
方
ま
た
は
令
和
4

年
度
中
に
実
施
す
る
国
家
試
験
で
診
療

放
射
線
技
師
免
許
取
得
見
込
み
の
方

臨
床
検
査
技
師　
若
干
名

● 
受
験
資
格
／
昭
和
63
年
4
月
2
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
、
現
に
臨
床
検
査
技

師
免
許
を
有
す
る
方
ま
た
は
令
和
4
年

度
中
に
実
施
す
る
国
家
試
験
で
臨
床
検

査
技
師
免
許
取
得
見
込
み
の
方

● 

試
験
内
容
／
▼
医
療
従
事
者
と
し
て
必

要
な
基
礎
知
識
に
関
す
る
試
験（
専
門
基

礎
科
目
試
験
） 

▼
作
文
試
験 

▼
面
接
試
験

● 

受
付
期
限
／
2
月
28
日
㈫
ま
で

※ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
8
時
30
分
か

ら
17
時
ま
で
。
応
募
状
況
に
よ
り
随
時
締
め

切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

● 

試
験
日
／
応
募
状
況
に
よ
り
日
程
調
整

の
う
え
、
実
施
し
ま
す
。

● 

欠
格
事
項
／
次
の
欠
格
事
項
に
該
当
す

る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

▼ 

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

▼ 

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
よ

り
地
方
公
務
員
と
な
る
こ
と
が
で
き

な
い
方

● 

詳
細
事
項
／
要
綱
な
ど
詳
細
は
、
市

立
角
館
総
合
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://kakunodate-hp.com
/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

カ
レ
ン
ダ
ー
・
お
も
ち
ゃ 

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

～
カ
レ
ン
ダ
ー
・
お
も
ち
ゃ
を
活
用
し
ま
せ
ん
か
～

【
問
合
せ
】企
画
政
策
課 
☎（
43
）１
１
１
２

　
ご
家
庭
、
職
場
で
利
用
し
な
い
カ
レ
ン
ダ
ー
を
廃
棄
物

と
し
て
処
分
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
カ
レ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
利
用
の
ほ
か
、「
絵
や
写
真
部
分

を
切
り
取
っ
て
飾
る
」「
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
や
し
お
り
、
ポ
ス

ト
カ
ー
ド
に
リ
メ
イ
ク
」「
子
ど
も
の
お
絵
か
き
用
」「
裁

縫
・
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
の
型
紙
」「
カ
ッ
ト
し
て
メ
モ
用
紙
」

な
ど
様
々
な
活
用
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
家
庭
の
押
し
入
れ
に
使
っ
て
い
な
い
お
も
ち
ゃ

は
眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
必
要
と
す
る
家
庭
で
活
用
し
ま

し
ょ
う
。

　
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
は
、
廃
棄
物
を
減
ら
し
、

リ
サ
イ
ク
ル
す
る
な
ど
日
常
で
の
取
り
組
み
を
積
み
重
ね

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
市
で
は
、
田
沢
湖
、
角
館
お
よ
び
西
木
の
各
庁
舎
に
カ

レ
ン
ダ
ー
・
お
も
ち
ゃ
の
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置

し
ま
す
。
ご
不
要
の
カ
レ
ン
ダ
ー
や
お
も
ち
ゃ
を
お
持
ち

込
み
い
た
だ
き
、
ご
利
用
し
た
い
方
に
、
ご
自
由
に
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
け
る
よ
う
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

● 

リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所
／

▼
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎
1
階
市
民
セ
ン
タ
ー 

▼
市
役
所
角
館
庁
舎
1
階
市
民
ホ
ー
ル 

▼
市
役
所
西
木
庁
舎
1
階
市
民
セ
ン
タ
ー

※ 

い
ず
れ
も
開
庁
時
間
8
時
30
分
～
17
時
15
分（
土
・
日
曜
日
・

祝
日
も
利
用
で
き
ま
す
）

● 

リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
設
置
期
間
／
1
月
4
日
㈬
～

2
月
15
日
㈬

● 

利
用
上
の
ル
ー
ル
／

▼ 

未
使
用
の
カ
レ
ン
ダ
ー
・
お
も
ち
ゃ
に
限
り
ま
す
。

▼ 

持
ち
込
み
・
持
ち
出
し
は
自
由
と
し
ま
す
。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

1
月

2
月

　
仙
北
市
高
齢
者
共
同
生
活
支
援
事
業
で
使
用
し
て
い
る

部
屋
に
空
き
が
生
じ
た
た
め
、
利
用
申
請
を
追
加
で
受
け

付
け
ま
す
。

● 

事
業
の
目
的
／
家
庭
の
事
情
に
よ
り
養
護
を
必
要
と
す

る
高
齢
者
を
、
一
時
的
に
施
設
で
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
、
高
齢
者
と
そ
の
家
族
の
冬
期
間
の
生
活
の
安
定
を

図
り
ま
す
。

● 

利
用
対
象
者
／
仙
北
市
に
居
住
す
る
65
歳
以
上
の
高

齢
者
で
、
養
護
を
必
要
と
し
自
力
で
共
同
生
活
が
で

き
る
方

● 

利
用
定
員
／
１
人
部
屋 

1
室

● 

利
用
期
間
／
2
月
か
ら
４
月
末
ま
で
の
3
か
月
間

● 

使
用
料
／
１
日
２
３
０
０
円(

食
費
含
む)

● 

利
用
施
設
／
社
会
福
祉
法
人
県
南
ふ
く
し
会 

特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
清
流
苑
内（
西
木
町
桧
木
内
字
松
葉

２
３
２
番
地
）

● 

利
用
の
申
請
／
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
類

を
1
月
20
日
㈮
ま
で
に
長
寿
支
援
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※ 

申
請
書
類
は
長
寿
支
援
課
お
よ
び
各
市
民
セ
ン
タ
ー
・
出
張

所
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

● 

そ
の
他
／
日
常
生
活
に

　
支
援
が
必
要
な
方
は
、

　
事
前
に
長
寿
支
援
課
へ

　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

冬
期
間
、
養
護
を
必
要
と
す
る

高
齢
者
を
支
援
し
ま
す

【
問
合
せ
】長
寿
支
援
課（
角
館
庁
舎
）

☎（
43
）２
２
８
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
市
内
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
市
役
所
3
庁
舎（
田
沢
湖
・
角
館
・

西
木
）の
ほ
か
、
市
内
の
全
郵
便
局

（
10
局
）に
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
設
置
し
、

写
真
撮
影
か
ら
申
請
ま
で
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。
ま
だ
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い

持ち込み・持ち出しは自由ですので、
皆さんのご利用をお待ちしています。

方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
広
報
せ
ん
ぼ
く
11
月
16
日
号
11

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
も
申
請
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
、
広
報
せ
ん
ぼ
く
10
月
16
日
号
2
・

3
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
へ
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令
和
5
・
6
年
度
仙
北
市
競
争
入
札
に
参
加
希
望
の
方
へ

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を
受
付
て
い
ま
す

【
問
合
せ
】契
約
検
査
室（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎（
43
）１
１
１
９

　
令
和
5
・
6
年
度
に
お
い
て
、
仙
北
市
が
発

注
す
る
競
争
入
札（
随
意
契
約
を
含
む
）に
参
加

を
希
望
す
る
方
は
、
次
に
よ
り
受
付
を
開
始
し

て
い
ま
す
の
で
、
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
で
の
申

請
お
よ
び
添
付
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

資
格
要
件
／
▼
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を

有
し
な
い
方（
成
年
被
後
見
人
、被
保
佐
人
）

で
な
い
こ
と 

▼
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を

受
け
て
復
権
を
得
て
い
な
い
方
で
な
い
こ

と 

▼
仙
北
市
暴
力
団
排
除
条
例（
平
成
24

年
３
月
23
日
条
例
第
2
号
）第
2
条
に
規

定
す
る
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
密
接

な
関
係
を
有
す
る
方
に
該
当
し
な
い
こ
と 

▼
市
税
な
ど
に
滞
納
が
な
く
、
経
営
状
況

が
著
し
く
不
健
全
な
方
で
な
い
こ
と 

▼
公

共
発
注
の
相
手
方
と
し
て
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
方
で
な
い
こ
と 

▼
建
設
工
事
に
登

録
す
る
方
に
あ
っ
て
は
、
仙
北
市
小
規
模

修
繕
等
契
約
希
望
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
方
で
な
い
こ
と

● 

受
付
期
間

▼ 

定
期
受
付
／
２
月
28
日
㈫
ま
で

※ 

随
時
受
付
は
原
則
対
応
し
ま
せ
ん
の
で
、
定
期

受
付
期
間
内
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼ 

持
参
の
場
合
／
市
役
所
開
庁
日
、
9
時
か

ら
15
時
ま
で（
正
午
か
ら
13
時
ま
で
を
除
く
）

▼ 

郵
送
の
場
合
／
2
月
28
日
㈫
必
着

● 

登
録
区
分
／
①
建
設
工
事 

②
物
品
の
販

売
・
役
務
の
提
供
な
ど 

③
測
量
・
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど

● 

提
出
方
法

▼ 

仙
北
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

　
【
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
】よ
り
申
請

※ 

で
き
る
だ
け
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
で
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼ 

郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
契
約
検
査
室
へ
提
出

※ 

書
類
一
式
を
提
出
す
る
こ
と（
書
類
一
式
は
綴

じ
な
く
て
も
可
）

※ 

郵
送
な
ど
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
受
領
書
送
付

の
た
め
、
長
形
3
号
程
度
の
封
筒（
送
付
先
の

住
所
お
よ
び
社
名
な
ど
を
記
載
、
84
円
切
手
を

貼
付
し
た
も
の
）を
同
封
す
る
こ
と（
ハ
ガ
キ
に

よ
る
受
領
確
認
で
も
可
）

● 
有
効
期
間
／
令
和
5
年
５
月
１
日
㈪
か
ら

令
和
７
年
４
月
30
日
㈬
ま
で

● 
注
意
事
項
／
▼
各
部
門
の
登
録
ご
と
に
書

類
一
式
を
提
出
す
る
こ
と 

▼
申
請
書
提

出
後
に
申
請
内
容
に
変
更
ま
た
は
更
新
が

あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
変
更
届
を
提

出
す
る
こ
と

● 

連
絡
事
項
／
仙
北
市
が
構
成
団
体
の
一
つ

と
な
る
一
部
事
務
組
合
お
よ
び
仙
北
市
立

認
定
こ
ど
も
園
を
経
営
す
る
社
会
福
祉
法

人
に
対
し
、
希
望
業
務
な
ど
の
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

● 

提
出
・
問
合
せ
先
／
仙
北
市
契
約
検
査
室

　

 

〒
０
１
４ｰ

１
２
９
８ 

仙
北
市
田
沢
湖

生
保
内
字
宮
ノ
後
30
番
地

　
☎
43ｰ

１
１
１
９ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
43ｰ

１
３
０
０

　

 E-m
ail

：keiyaku@
city.sem

boku.
akita.jp

書類名称
提出の要否

市内業者 市外業者
仙北市様式による一式および登録区分毎の添付書類
　・ 仙北市ホームページ「入札・契約」→「令和5･6年度　仙北市競争入札参加資格審査申請要領」

→「要領・提出様式」からダウンロード
○ ○

社会保険料納入確認書（写し可）（管轄する年金事務所からの証明）
　・申請時点で証明が可能な月までの直近２年間分の証明
　・未納の有無が確認できないため、納付の領収書は不可とします
　・ 組合管掌健康保険加入の事業所は、健康保険組合からの証明書および管轄する年金事務所か

らの証明書が必要です

○ ○

国税の納税証明書（滞納なし証明書）（写し可）
　・法人：税務署からの証明書（その３の３）　・個人：税務署からの証明書（その３の２）
　※ 税務署発行の納税証明書には e-Tax を使ったオンライン請求が便利です（電子署名を付与して請求し、

手数料をインターネットバンキングなどで納付できる場合は、何度でもお使いいただける PDF ファイル
で受け取ることが可能です）。

○ ○

仙北市税の納税証明書（滞納なし証明書）（写し可） ○ ×
印鑑証明書（写し可） ○ ○
登記簿謄本（写し可）　・法人のみ △ △
財務諸表類（直近１年間）　・申請者が個人の場合はこれに類する書類 ○ ○
※市内業者… 仙北市内に事業所などを有し、仙北市の物品調達、業務委託などの市内優先発注に関する条例および同施行規則で規定

する要件を満たしていること。建設工事においては建設業許可を有する事業所などであること。
※各種証明書は提出時の直前３か月以内に発行されたものとし、写しを提出する場合は、記載事項が鮮明かつ原寸大のものに限ります。

●提出書類　（○…必須、△…該当する場合のみ、×…不要）

　
現
在
、
月
２
回（
１
日
号
・
16
日
号
）発

行
し
て
い
る
広
報
せ
ん
ぼ
く
が
４
月
か
ら

１
日
号
の
み
の
月
１
回
の
発
行
に
変
わ
り

ま
す
。

　
平
成
22
年
４
月
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
お

知
ら
せ
・
ナ
ビ
を
16
日
号
に
変
え
、
月
２

回
発
行
し
て
き
ま
し
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ

る
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
る
こ
と
や
経
費

削
減
な
ど
を
考
慮
し
、
月
１
回
の
発
行
と

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

事
情
を
ご
理
解
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
た
く
さ

ん
の
ご
意
見
や
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

【
問
合
せ
】総
務
課
文
書
広
報
係（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎（
43
）１
１
１
１

ら
発
行
を
重
ね
、
広
報
せ
ん
ぼ
く
を
育
て

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
４
月
以
降
も
読
み
や
す
く
、
わ
か
り
や

す
い
紙
面
づ
く
り
に
務
め
、
内
容
の
充
実

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

広
報
せ
ん
ぼ
く
が
４
月
か
ら
月
１
回
発
行
に
な
り
ま
す

広報せんぼくはコチラから!

仙
北
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る情

報
配
信
中
！

【
問
合
せ
】事
務
事
業
総
合
調
整
室（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎（
43
）１
１
１
１

　
市
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ

リ「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」に
よ
り
、
様
々
な
情
報

配
信
を
し
て
い
ま
す
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
ご
利

用
の
方
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は

Ｉ
Ｄ
検
索「@

city.sem
boku

」よ
り
、「
友

だ
ち
追
加
」を
お
願
い
し
ま
す
。

登
録
は
こ
ち
ら
か
ら
→

　
す
で
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
予
約
で
仙
北
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
登
録

済
み
の
方
も
、
ト
ー
ク
画
面
か
ら「
受
信

設
定
」を
す
る
こ
と
で
欲
し
い
情
報
だ
け

を
選
ん
で
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

積
雪
に
よ
る
農
業
用
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
・
果
樹
の

被
害
防
止
に
つ
い
て

【
問
合
せ
】農
業
振
興
課（
角
館
庁
舎
） 
☎（
43
）２
２
０
６

　
近
年
、
仙
北
市
内
で
は
大
雪
に
よ
る
農

業
用
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
が
倒
壊
す
る
な
ど
の

雪
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
雪
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て

は
、
仙
北
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://

w
w

w
.city.se

m
b

o
ku

.akita.
jp

/new
s_to

p
ics/w

hatsnew
.

php?id=3471

）
の「
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
」お
よ
び「
雪
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル（
秋

田
県
農
林
水
産
部
）」で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

市 HP

防災無線の情報を電話で
確認することができます

▼テレドーム
（テレホンサービス）
☎0180-991555

※ ご利用には通話料がかかります（固定
電話はダイヤル通話料、携帯電話は 1
分50円くらいの通話料）。

詳しくは
こちら

防災無線の情報がメール
で届きます

▼安全安心メール
（登録制メール）
※ 事前の登録が必要です。詳しくは仙

北市ホームページ（http://anshin.city.
semboku.akita.jp/lists/）からご確認く
ださい。

登録は
こちら

防災無線
聞き逃し
サービス

詳しくはこちらから→
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information市 役所からのお知らせ ホームページ
https://www.city.semboku.akita.jp/

▼角館市民センター　☎43-3309

▼西木市民センター　☎43-2200

▼桧木内出張所　　　☎48-2001

▼上桧木内出張所　☎49-2159

▼田沢出張所　☎43-1351

▼神代出張所　☎43-1352

▼総務課　☎43-1111

▼田沢湖市民センター　☎43-1147
ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.com/sembokucity

給
与
を
支
払
っ
た
方
は
、
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す

　
令
和
４
年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど（
専
従
者
給

与
や
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
代
も
含
み
ま
す
）を

支
払
っ
た
方
は
、給
与
・
賃
金
な
ど
を
、受
け
取
っ

た
方
が
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
で
、
実
際
に
居

住
す
る
住
所
地
の
市
町
村
税
務
担
当
課
に
給
与
支

払
報
告
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
義
務
が
あ
り
ま

す（
地
方
税
法
第
３
１
７
条
の
6
第
1
項
）。

　
ま
た
、
支
払
っ
た
金
額
が
30
万
円
以
下
の
退
職

者
に
つ
い
て
も
、
公
平
・
適
正
な
課
税
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　
給
与
支
払
報
告
書
は
、
給
与
所
得
者
に
と
っ
て

市
県
民
税
の
申
告
に
代
わ
る
重
要
な
資
料
と
な
り

ま
す
の
で
、
正
確
な
記
入
を
心
が
け
て
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
、
ま
た
は
、

虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
罰
則
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い（
地
方
税
法

第
３
１
７
条
の
７「
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円
以

下
の
罰
金
が
科
さ
れ
ま
す
」）。

※ 

令
和
５
年
度
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た
方
の
中

で
、
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
の
支

払
を
受
け
な
く
な
っ
た
方
が
い
る
場
合
は
、
４
月
15

日
ま
で
に
給
与
支
払
報
告
書
に
係
る
給
与
所
得
者
異

動
届
出
書
を
提
出
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す（
地

方
税
法
第
３
１
７
条
の
６
第
２
項
）。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
法
人
番
号
を
忘
れ
ず
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
法
人
番
号
に
つ
い
て
も
所
定

の
欄
に
漏
れ
な
く
記
入
し
、
必
ず
期
限
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
に
つ
い
て

　
令
和
４
年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど
を
支
払
っ
た

方（
個
人
・
法
人
を
問
い
ま
せ
ん
）が
、
給
与
・
賃

金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
方
に
つ
い
て
、
給
与
支
払

報
告
書
を
作
成
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

提
出
期
限
／
1
月
31
日
㈫

※ 

早
期
提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

提
出
い
た
だ
く
も
の
／

▼ 

総
括
表
…
1
枚

▼ 

個
人
別
明
細
書
…
給
与
・
賃
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
方

1
人
に
つ
き
1
枚

※ 

給
与
・
賃
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
方
が
令
和
５
年
１

月
１
日
現
在
で
、
実
際
に
居
住
す
る
住
所
地
の
市
町

村
税
務
担
当
課
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

● 

提
出
先
／
仙
北
市
税
務
課
市
民
税
係         　

〒
０
１
４ｰ

１
２
９
８ 

仙
北
市
田
沢
湖
生
保

内
字
宮
ノ
後
30
番
地

● 

提
出
方
法
／
給
与
支
払
報
告
書（
総
括
表
）を

先
頭
に
、
給
与
支
払
報
告
書（
個
人
別
明
細
書
）

を
特
別
徴
収
者
と
普
通
徴
収
者
と
を
仕
切
り
紙

で
明
確
に
区
分
し
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、

普
通
徴
収
者
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収
と
す
る

理
由
の
記
入
欄
に
つ
い
て
も
漏
れ
な
く
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

 

総
括
表
・
仕
切
り
紙
な
ど
の
様
式
は
、
仙
北

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w

w
w

.city.
sem

b
o

ku.akita.jp
/citizens/d

l_
service/zeim

u_m
inzei.htm

l)

か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
様
式
は
こ
ち
ら
か
ら
→

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
つ
い
て

　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
た
提
出
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

国
と
地
方
に
そ
れ
ぞ
れ
提
出
義
務
の
あ
る
給
与
支
払
報
告

書
・
源
泉
徴
収
票
を
一
括
し
て
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
一
元
的

に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://

w
w

w
.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/flow

/)

で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の

　
詳
細
は
こ
ち
ら
か
ら
→

税務課からのお知らせ 【問合せ】税務課（田沢湖庁舎） ☎（43）1117

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て　
　
　
担
当 

税
務
課 

市
民
税
係

　
令
和
５
年
２
月
上
旬
か
ら
３
月
中
旬
に
実
施
す
る
市
県
民
税
申
告

相
談(

所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
含
む)

に
つ
い
て
、
今
年
度
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
と
し
て
、
申
告
者
の
分
散
化

や
、
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
受
付
人
数
の
制
限
を
実
施
し
ま
す
。
そ

の
た
め
、
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
ｅｰ

Ｔ
ａ
ｘ

（
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
）を
利
用
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
、
申
告
す
る
皆
さ
ま
の
利
便
性

向
上
、
申
告
会
場
の
混
雑
緩
和
を
目
指
す
も
の
で
す
の
で
、
趣
旨
を

ご
理
解
の
う
え
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

電
子
申
告
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す

● 

利
用
手
順
／
▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得 

▼
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

の
購
入
ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
代
用
可
能 

▼
ｅｰ

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
者
登
録

ｅｰ

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
の
メ
リ
ッ
ト

▼ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策

▼ 

自
宅
か
ら
24
時
間
申
告
可
能（
待
ち
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
）

　

 

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w
w

w
.nta.go.jp/

taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/etax-
rules.htm

)

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
メ
リ
ッ
ト

▼ 

保
険
証
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
、
医

療
費
な
ど
の
閲
覧
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

▼ 

確
定
申
告
な
ど
に
お
け
る
医
療
費
控
除
の
手
続
き
で
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
で
医
療
費
情
報
を
自
動
入
力
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

▼ 

そ
の
ほ
か
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
の
対
象
と
な
る
控
除
証
明
書

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

 

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w

w
w

.nta.go.jp/
taxes/tetsuzuki/ m

ynum
berinfo/m

np_junbi/kakutei.
htm

)

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ｅｰ

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に
つ
い
て　
担
当 

税
務
課 

市
民
税
係

詳
し
く
は
こ
ち
ら
か
ら
→

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
原
則
令
和
５
年

度
市
県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

① 

税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
方

② 

1
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
の
方
で
、
そ
の
ほ

か
に
収
入
が
な
く
、
勤
務
先
で
年
末
調
整
を
済
ま

せ
た
方

※ 

た
だ
し
、
年
末
調
整（
社
会
保
険
料
等
控
除
、
配
偶
者
・

配
偶
者
特
別
控
除
、
扶
養
控
除
、
生
命
保
険
・
地
震
保

険
料
控
除
、
２
年
目
以
降
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
）

で
調
整
手
続
き
が
完
了
し
た
控
除
以
外
の
控
除
ま
た
は
、

控
除
の
修
正
・
追
加
な
ど
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
年
間（
令
和
4
年

1
月
1
日
か
ら
令
和
4
年
12
月
31
日
）の
収
入
が
、

１
４
８
万
円
以
下
の
方

④ 

公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
年
間（
令
和
4
年

1
月
1
日
か
ら
令
和
4
年
12
月
31
日
）の
収
入
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
年
金
保
険
者
へ
扶
養
親
族

等
申
告
書
を
提
出
済
み
で
あ
っ
て
、
配
偶
者
控
除

ま
た
は
扶
養
控
除
以
外
の
控
除
が
な
い
方

令
和
５
年
度
市
県
民
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い
方　
　
　
担
当 

税
務
課 

市
民
税
係

　
令
和
5
年
度
の
固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申
告
期

間
に
な
り
ま
し
た
。
令
和
5
年
1
月
1
日
現
在
所
有

の
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
1
月
31
日
㈫
ま
で
に
申
告

書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
昨
年
申
告
さ
れ
た
方
に
は
、
12
月
下
旬
に
申
告
案

内
を
発
送
し
て
い
ま
す
が
、
新
規
に
事
業
を
開
始
さ

れ
た
方
な
ど
、
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※ 

未
申
告
が
判
明
し
た
際
に
は
、
最
大
5
年
度
分
が
一
度

に
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

個
人
事
業
主
・
営
農
者
の
方
へ

　
市
県
民
税
等
申
告
相
談
の
際
の
減
価
償
却
費
の
申

告
と
、
固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申
告
は
異
な
り
ま

す
。
所
有
資
産
が
耐
用
年
数
を
経
過
し
た
資
産
の
み

の
方
、
減
価
償
却
の
申
告
の
み
を
さ
れ
て
い
た
方
も

固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

償
却
資
産
と
は
？

　

農
業
・
商
店
な
ど
の
経
営
や
駐
車
場
・
貸
家
の
賃

貸
な
ど
の
事
業
に
用
い
る
構
築
物
・
機
械
・
備
品
な

ど
を
償
却
資
産
と
い
い
、
土
地
や
家
屋
と
同
じ
よ
う

に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

● 

申
告
対
象
者
／
法
人
や
個
人
を
問
わ
ず
、
毎
年
1

月
1
日
現
在
に
お
い
て
償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て

い
る
方

● 

個
人
番
号
・
法
人
番
号
の
記
入
に
つ
い
て
／

　

 

償
却
資
産
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
個
人
の
方
は
12
桁
の
個
人

番
号
を
、
法
人
に
あ
っ
て
は
13
桁
の
法
人
番
号
を

所
定
の
記
載
欄
に
右
詰
め
で
記
載
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

● 

提
出
期
限
／
1
月
31
日
㈫

● 

提
出
先
／
税
務
課
、
角
館
・
西
木
市
民
セ
ン
タ
ー
、

各
出
張
所

償
却
資
産
の
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す　
　
　
担
当 

税
務
課 

固
定
資
産
税
係

詳
し
く
は
こ
ち
ら
か
ら
→
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